
ハローワークにおける障害者雇用の促進

○ ハローワークは、障害者雇用促進法に基づく職業リハビリテーション機関として、障害者に対する
専門的な職業相談・職業紹介や、就職後の定着支援等を行っている。

○ また、事業主に対しては、障害者雇用状況報告に基づく雇用率達成指導を行うとともに、各種助成金
制度も活用しながら、雇入れに向けた支援や、継続雇用の支援等を行っている。

○ いずれにおいても、地域の関係機関と連携し、必要に応じて支援チームを結成して取り組んでいる。

障 害 者
「自分の能力を発揮したい」
「必要な配慮を受けながら、

安心して働きたい」

労働局・ハローワーク
（全国47箇所・全国544箇所）

事 業 主
「障害者に活躍してもらいたい」
「ニーズに合った労働者を

採用したい」

【障害特性等に応じた専門的支援】
・身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病等のあ
る求職者に対し、専門知識・技術を持つ職員が担当者制
（ケースワーク方式）によりきめ細かく就職支援

【障害者向けチーム支援】
・障害者が利用している関係機関とチームを結成し、就職
から職場定着までの一貫した支援

【雇用率達成指導】
・障害者雇用状況報告に基づく雇用率達成指導、雇入れ計
画作成命令、雇入れ計画の適正実施勧告、企業名公表

【企業向けチーム支援】
・障害者雇用の経験・ノウハウが不足している障害者雇用
ゼロ企業等に対し、関係機関とチームを結成し、雇入れ
準備から採用後の定着支援までの一貫した支援

【各種助成金制度】
・障害者の雇入れや試行的な雇用を行った事業主への助成

【認定制度】
・障害者雇用に関する取組が優良な中小事業主を厚生労働
大臣が認定

【精神・発達障害者しごとサポーター養成講座】
・精神・発達障害者の同僚・上司等に対し、障害について
の基礎知識や必要な配慮などを学べる講座を実施

地域の関係機関
（地域障害者職業センター、障害者

就業・生活支援センター、自治体 等）
担当者制によるきめ細かな就職支援

≪ハローワークの紹介状況≫
（令和５年度）

新規求職申込件数：249,490件
就職件数：110,756件

≪民間企業の障害者雇用状況≫
（令和５年６月１日）

雇用障害者数：64.2万人
実雇用率：2.33％

雇用率達成指導・雇入れ支援 等

連携

・職業紹介
・就職面接会
・就職説明会

マッチング支援
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新たに障害者の雇入れを検討されている事業主の皆さまへ

静岡労働局・ハローワーク R6.5

「障害者雇用相談援助事業」利用のご案内

都道府県労働局長の認定を受けた事業者(※)が障害者雇用の経験やノウハウが不足する事業主に対し
て、雇入れやその雇用継続を図るための一連の雇用管理（裏面参照）に関する相談援助を行います。

障害者雇用の経験やノウハウを有する認定事業者から、障害者の一連の雇用

管理に関する相談援助を無料で受けることができます。

障害者雇用相談援助事業の概要

障害者雇用相談援助事業利用の流れ

【支援対象となる事業主】

法定雇用率未達成企業（特に障害者の雇用義務があるにも関わらず障害者を
１人も雇用していない企業（障害者雇用ゼロ企業）、中小企業、除外率設定
業種の企業（特に除外率引下げによる影響の大きい企業））等
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本事業による相談援助は、①ハローワーク等に求人の申し込みを行うこと、②対象障害者を

雇い入れ、その雇用を継続することを目的とします。

※相談援助を受けた後には、アンケートへのご協力も御願いします。

静岡労働局 障害者雇用相談援助事業 検索

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/roudoukyoku/syokuan/20150119syokugyoutais
akuka/_120056_00009.html

※認定を受けた事業者一覧
(静岡県内を実施地域とする事業者)
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・相談援助事業の実施は、障害者雇用相談援助に係る助成金が認定事業者に対し支給される
ため、原則、無料で相談援助に関する支援が受けられます。ただし、認定事業者が、無料
での相談援助に加え、追加的な相談援助の支援を行っている場合は、有料でその支援を利
用できます。追加的な支援の利用を検討する場合は、認定事業者にご相談ください。

・支援を受けた後は速やかに公共職業安定所への求人の申し込み等をお願いします。求人の
申し込みが本事業に係る認定事業者への助成金支給の要件の１つとなっていますが、仮に
求人の申し込みを行えず、認定事業者が助成金の支給を受けられない場合でも、この支援
に関する費用を請求されることは原則ありません。

① 経営陣の理解促進

経営や人材活用の方針の決定権等をもつ社長など経営陣に対して、障害者雇用促進法の
趣旨やノーマライゼーションの観点から企業に求められている責任、障害者雇用を通じ
た経営改善について理解促進を図ること。

② 障害者雇用推進体制の構築

障害者雇用の担当者の明確化を図るとともに、属人化・形骸化しないよう、組織として
障害者雇用を推進していくための実効性のある体制の構築を図ること。

③ 企業内での障害者雇用の理解促進

経営陣や人事部門の考える障害者雇用の方針、障害者雇用のメリット、働く上で必要な
合理的配慮について、障害者を配属する現場の社員の理解促進を図ること。

④ 当該企業内における職務の創出・選定

業務の選定やそれに伴い必要となる業務プロセス・組織体制の見直し、受け入れ部署の
検討等に当たり、企業全体を把握して分析を行う。また、過去の事例等や他社の取り組
み例を活かして、企業の本来業務につながる業務で、障害者が活躍できるよう、企業内
における職務の創出・選定を行うこと。

⑤ 採用・雇用方針の決定

④の職務の創出・選定の結果を踏まえ、求めるスキルや経験、人物像の整理等採用・雇
用方針を決定すること。

⑥ 求人の申し込みに向けた準備など募集や採用活動の準備

労働条件の設定、募集媒体の選定、応募状況に応じた条件の見直し、書類選考や採用面
接におけるチェックポイントの作成など、募集や採用活動の準備を行うこと。

⑦ 企業内の支援体制等の環境整備

労働者の障害の特性に配慮した施設・設備の整備や援助する者の配置など、必要な支援
体制等の整備について検討し導入すること。

⑧ 採用後の雇用管理や職場定着等

採用後における、業務・作業環境・職場の人間関係等職場適応上の課題が生じた際の課
題の把握や予防、解決するための仕組みや体制づくりを行うこと。また、中長期的な活
躍も視野に、職場適応状況や本人の希望を踏まえ、業務範囲や勤務時間の拡大等のキャ
リアアップの仕組みづくりを行うこと。

障害者の一連の雇用管理とは

留意事項
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